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  暑さ厳しい折から、皆様方におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

  また日頃から、倉敷駅周辺第二土地区画整理事業に御理解、御協力をいただき、深く感謝いたします。 
 

  第二土地区画整理事業は昨年度より、土地区画整理審議会及び評価員会を開催し、「土地評価基準（案）」や「換地設計

基準（案）」など換地設計のためのルール作りを進めています。今回は、次回審議会の開催予定及び今までの開催状況等

をお知らせします。 
 

次回審議会（第７回）開催及び傍聴のお知らせ 

  次回、第７回審議会は平成２０年７月３０日（水）午前１０時からオープンハウスにて開催いたします。審議内容は「土

地区画整理法第９５条第６項の取扱いについて」の諮問
し も ん

を行います。次回（第７回）審議会は「公開」ですので傍聴する

ことができます。 

※ 審議会の開催予定や議事録は、市の情報政策課情報公開室において閲覧出来るほか、倉敷駅周辺開発事務所のホーム

ページに掲載します。インターネットの検索エンジンで「倉敷駅
くらしきえき

周 辺
しゅうへん

開発
かいはつ

事務所
じ む し ょ

」と入力していただき検索すると

ホームページが見つかります。 
 

倉敷駅周辺開発事務所ホームページアドレス  ｈｔｔｐ://ＷＷＷ.ｃｉｔｙ.ｋｕｒａｓｈｉｋｉ.ｏｋａｙａｍａ.ｊｐ/ｋｕｒａｅｋｉ/  

 

お知らせ 

  オープンハウス入り口に掲示板を設置し、情報提供してまいります。 
 

 

倉敷駅周辺第二土地区画整理審議会の今までの開催状況と内容 

平成１９年１０月１５日 第１回審議会・・・・①審議会会議規定の説明と審議会会長及び副会長の選出と議席の決定。 

平成１９年１２月 ３日 第２回審議会・・・・①土地区画整理評価員３人の選任が同意。 

                        ②「基礎控除方式について（注１）」の勉強会。 

平成２０年 ２月１４日 第３回審議会・・・・①「基礎控除方式について」の諮問を行い継続審議。 

平成２０年 ４月２３日 第４回審議会・・・・①「基礎控除方式について」の継続審議を行い、同意。  

平成２０年 ５月１９日 第５回審議会・・・・①「付市有地制度について（注２）」の勉強会。 

平成２０年 ６月２３日 第６回審議会・・・・①「付市有地制度について」の諮問を行い、同意。 

                        ②「土地区画整理法第９５条第６項の取扱いについて」の勉強会。  

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業の進捗状況等は『第二区画整理だより』で随時お知らせいたしますが、ご不明・ご不安な点があれば遠慮なく当開

発事務所までお問い合わせ下さい。 
 

連 絡 先   倉敷市建設局都心整備部倉敷駅周辺開発事務所 

           倉敷市阿知１丁目１６－５           ＴＥＬ 086-434-8671 ＦＡＸ 086-434-0950 

  

（注１）「基礎
き そ

控除
こうじょ

方式
ほうしき

」とは？ 

小宅地・大宅地（数筆の合計面積を含む）ともに、権利者毎に 250 ㎡まで、その土地の減歩率をその負担してい

ただく減歩率の１割と定める制度です。 

（注２）「付
つけ

市有地
しゆうち

制度
せいど

」とは？ 

換地面積が250 ㎡以下の権利者を対象とし、権利者の希望により市有地を換地し、有償で購入することができる制

度です。 


